


















要 約:母子保健事業の現状や移譲後の予定を、全国から抽出した市町村を対象に、郵送法

により調査し、177 市町村から回収された。新生児訪問指導の現状として、実施方法は市

町村委託が、対象は全出生児が最も多い。移譲後の実施予定方式は市町村直営が最も多い

が未定も多い。乳児健康診査の現状としては、担当機関は市町村直営が最も多く、次いで

保健所直営である。平均従事人員は 6 人である。 1 歳 6 力月児健康診査に関しては、現

状も移譲後も、市町村直営が大部分を占める。3 歳児健康診査の現状に関しては、保健所

実施が 8割以上で、次いで市町村委託が 1割である。平均従事人員は 9人である。移譲後

の予定方式は市町村直営が 9 割を占めるが、 2/3 の市町村で保健婦に関して保健所の支

援が必要と回答した。発達支援事業の現状に関しては、実施が 8割を越え、担当は保健所、

保健所と市町村の共同が多い。参加職種は、保健婦、保母が多い。移譲後の実施予定は、

現状どおりが半分近くであるが、未定も 4割を占める。担当予定は市町村が最も多い。

 市町村は、移譲後の検討を行い、マンパワーの確保などに努力すべきである。保健所は、

医師や心理関係職種の広域的な確保に関して調整・支援を行うとともに、柔軟に保健婦の

支援を行うべきである。各事業の実施について住民にとっての必要性という観点から再検

討が必要であろう。


